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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ記録用のメディアを処理するメディア処理装置において、
　前記メディアの記録および再生を行う記録再生部と、
　データ記録済みの複数のメディアを格納する格納部と、
　前記格納部に格納された複数のメディアを、前記記録再生部に各々再生させて抽出した
イメージファイルである複数の原本データと、前記複数の原本データを管理する管理テー
ブルである管理用データとを作成する制御部と、
　作成された前記複数の原本データと前記管理用データを記憶する記憶部と、を備え、
　前記管理用データは、前記記憶部において前記複数の原本データが保存される保存先を
示すパス名を、前記複数のメディアの再生順で記述したテキスト形式のデータである、
　ことを特徴とするメディア処理装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記管理用データに記述された前記パス名を前記再生順に表示させ、当
該表示された複数のパス名のうち、複製対象として選択されたパス名で示される原本デー
タを、前記記録再生部によって前記メディアに記録させる処理を実行することを特徴とす
る請求項１に記載のメディア処理装置。
【請求項３】
　前記原本データは、前記データ記録済みのメディアに記録されたボリュームラベルを含
むＩＳＯ形式のイメージデータであることを特徴とする請求項１又は２に記載のメディア
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処理装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記格納部に格納された複数のメディアから、ファイル形式のデータを
読み出す場合、当該読み出したメディアのボリュームラベルをフォルダー名にしたフォル
ダーを作成し、当該フォルダーに前記ファイル形式のデータを格納させることを特徴とす
る請求項１から３のいずれか一項に記載のメディア処理装置。
【請求項５】
　データ記録用のメディアの記録および再生を行う記録再生部と、データ記録済みの複数
のメディアを格納する格納部とを有する電子機器を制御する制御装置において、
　前記格納部に格納された複数のメディアを、前記記録再生部に各々再生させて抽出した
イメージファイルである複数の原本データと、前記複数の原本データを管理する管理テー
ブルである管理用データとを作成する制御部と、
　作成された前記複数の原本データと前記管理用データを記憶する記憶部と、を備え、
　前記管理用データは、前記記憶部において前記複数の原本データが保存される保存先を
示すパス名を、前記複数のメディアの再生順で記述したテキスト形式のデータである、
　ことを特徴とする制御装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記管理用データに記述された前記パス名を前記再生順に表示させ、当
該表示された複数のパス名のうち、複製対象として選択されたパス名で示される原本デー
タを、前記記録再生部によって前記メディアに記録させる処理を実行することを特徴とす
る請求項５に記載の制御装置。
【請求項７】
　前記原本データは、前記データ記録済みのメディアに記録されたボリュームラベルを含
むＩＳＯ形式のイメージデータであることを特徴とする請求項５又は６に記載の制御装置
。
【請求項８】
　前記制御部は、前記格納部に格納された複数のメディアから、ファイル形式のデータを
読み出す場合、当該読み出したメディアのボリュームラベルをフォルダー名にしたフォル
ダーを作成し、当該フォルダーに前記ファイル形式のデータを格納させることを特徴とす
る請求項５から７のいずれか一項に記載の制御装置。
【請求項９】
　データ記録用のメディアの記録および再生を行う記録再生部と、データ記録済みの複数
のメディアを格納する格納部とを有する電子機器を制御するコンピューターにより実行さ
れる制御プログラムであって、
　前記コンピューターを、
　前記格納部に格納された複数のメディアを、前記記録再生部に各々再生させて抽出した
イメージファイルである複数の原本データと、前記複数の原本データを管理する管理テー
ブルである管理用データとを作成させる手段と、
　作成された前記複数の原本データと前記管理用データを記憶部に記憶させる手段と、し
て機能させ、
　前記管理用データは、前記記憶部において前記複数の原本データが保存される保存先を
示すパス名を、前記複数のメディアの再生順で記述したテキスト形式のデータである、
　ことを特徴とする制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ記録用のメディアを処理するメディア処理装置、制御装置および制御
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　データ記録用のメディアを処理するメディア処理装置として、ＣＤやＤＶＤ等の光ディ
スク型のメディアの記録再生を行う記録再生装置が知られている。この種の記録再生装置
には、複製元のメディアから複製先のメディアへとデータをコピーする機能を有するもの
がある（例えば、特許文献１、２参照）。また、従来のパーソナルコンピューターも、所
定のアプリケーションソフトを用いることによってメディアの複製が可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３０４８０２号公報
【特許文献２】特開平２－８３８５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、光ディスク等のメディアの寿命が有限であることが一般的に認知されるよう
になり、メディアの作り替え（データマイグレーションとも言う）の需要が高まっている
。
　しかし、従来の構成では、メディアを一枚毎にセットする必要があり、大量のメディア
を複製する場合には手間がかかってしまう。
【０００５】
　また、発明者は、メディアの作り替えの需要を背景として、複数のメディアに記録され
るデータを管理する機能のニーズがある、と考えた。
　例えば、パーソナルコンピューターには、記録済みのメディアからデータを読み取り、
パーソナルコンピューターのＯＳで扱うことができるファイル形式で保存する機能、およ
び、保存されるデータを未記録のメディアに記録する機能がある。これら機能を使えば、
複数のメディアの記録データを、パーソナルコンピューター側で一元的に扱うことができ
、ユーザーが所望するタイミングで未記録のメディアに記録することが可能になる。
【０００６】
　しかしながら、メディアに記録する際に、記録データを、そのメディアに規定されるイ
メージファイル（一般的にＩＳＯ形式のファイル）に変換する必要があり、処理が複雑に
なり、その分、時間もかかってしまう。しかも、変換処理に要する記憶容量は、データの
約２倍必要になる。
　さらに、イメージファイルに変換するときに、元データに含まれる一部の情報（ボリュ
ームラベルや作成日付）が消えてしまうので、完全な複製を作成するには、ボリュームラ
ベル等を再設定する必要がある。以上のことから、複製内容が異なる複数の複製ディスク
を作成するには、手間がかかるだけでなく、処理時間が長くなり、記憶領域も多く必要に
なってしまう。
【０００７】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、複数のメディアに記録されるデ
ータを、複製に好適なデータで一元管理することができるメディア処理装置、制御装置お
よび制御プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、データ記録用のメディアを処理するメディア処
理装置において、前記メディアの記録および再生を行う記録再生部と、データ記録済みの
複数のメディアを格納する格納部と、前記格納部に格納されたデータ記録済みの複数のメ
ディアを、前記記録再生部に各々再生させて、メディアイメージデータを原本データとし
て抽出し複数の原本データを一括作成する制御部と、一括作成された前記複数の原本デー
タを記憶する記憶部とを備えることを特徴とする。
　この構成によれば、複数のメディアからメディアイメージデータを原本データとして各
々抽出し、複数の原本データを一括作成するので、複製用の多数の原本データを所望のタ
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イミングで容易かつ短時間で作成することができる。これによって、複数のメディアに記
録されるデータを、複製に好適なデータで一元管理することが可能になる。
【０００９】
　また、上記構成において、前記メディアイメージデータは、複数のデータを所定フォー
マットで１つのファイルにまとめたデータであっても良い。この構成によれば、この原本
データを用いることにより、完全な複製を容易に作成することができる。
　また、上記構成において、前記制御部は、記憶された前記複数の原本データのうち、選
択された原本データを、前記記録再生部によって前記メディアに記録させる処理を実行し
ても良い。この構成によれば、複製時に複製元ディスクを用意する必要なく、複製メディ
アを作成することができる。
【００１０】
　また、上記構成において、前記制御部は、前記原本データを管理する管理用データを作
成しても良い。この構成によれば、管理用データに基づいて原本データを把握することが
可能になり、原本データの再利用性を向上することができる。
　また、上記構成において、前記管理用データは、前記原本データのパス名を前記メディ
アの再生順で記述したテキストファイル形式のデータであっても良い。この構成によれば
、パス名に基づいて原本データの保存場所を把握することができる。
【００１１】
　また、上記構成において、前記制御部は、前記管理用データに基づいて複製対象の原本
データの選択を受け付け、複製対象の原本データが複数の場合には、選択された各原本デ
ータを、前記メディア毎に順に記録させても良い。この構成によれば、記録内容が異なる
複数の複製メディアを容易に一括で作成することができる。
【００１２】
　また、本発明は、データ記録用のメディアの記録および再生を行う記録再生部と、デー
タ記録済みの複数のメディアを格納する格納部とを有する電子機器を制御する制御装置に
おいて、前記格納部に格納されたデータ記録済みの複数のメディアを、前記記録再生部に
各々再生させて、メディアイメージデータを原本データとして抽出し複数の原本データを
一括作成する制御部と、一括作成された前記複数の原本データを記憶する記憶部とを備え
ることを特徴とする。
　この構成によれば、複数のメディアからメディアイメージデータを原本データとして各
々抽出し、複数の原本データを一括作成するので、複数のメディアに記録されるデータを
、複製に好適なデータで一元管理することができる。
　また、上記構成において、前記メディアイメージデータは、複数のデータを所定フォー
マットで１つのファイルにまとめたデータであっても良い。この構成によれば、この原本
データを用いることにより、完全な複製を容易に作成することができる。
　また、上記構成において、前記制御部は、記憶された前記複数の原本データのうち、選
択された原本データを、前記記録再生部によって前記メディアに記録させる処理を実行し
ても良い。この構成によれば、複製時に複製元ディスクを用意する必要なく、複製メディ
アを作成することができる。
【００１３】
　また、本発明は、データ記録用のメディアの記録および再生を行う記録再生部と、デー
タ記録済みの複数のメディアを格納する格納部とを有する電子機器を制御するコンピュー
ターにより実行される制御プログラムであって、前記コンピューターを、前記格納部に格
納されたデータ記録済みの複数のメディアを、前記記録再生部に各々再生させて、メディ
アイメージデータを原本データとして抽出し複数の原本データを一括作成させる手段と、
一括作成された前記複数の原本データを記憶部に記憶させる手段と、して機能させること
を特徴とする。
　この制御プログラムを実行することにより、コンピューターが電子機器を制御して、複
数のメディアからメディアイメージデータを原本データとして各々抽出し、複数の原本デ
ータを一括作成するので、複数のメディアに記録されるデータを、複製に好適なデータで
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一元管理することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、複数のメディアに記録されるデータを、複製に好適なデータで一元管
理することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態のメディア処理装置の機能構成を示した図である。
【図２】イメージファイルの概要を示した図である。
【図３】原本データ一括作成処理を示すフローチャートである。
【図４】管理テーブルの一例を表形式で示した図である。
【図５】差し込みデータ管理画面を示した図である。
【図６】フォルダーの具体例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本実施形態のメディア処理装置の機能構成を示した図である。このメディア処
理装置１は、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａ
ｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（登録商標））等のディスク型
光学記録媒体であるディスク（メディア）を処理対象とした処理システムである。
　メディア処理装置１は、ディスクにデータ記録と印刷とを行う複合型の電子機器である
パブリッシャー（メディア発行装置）２と、パブリッシャー２を制御するホスト装置（制
御装置）３とを備え、ホスト装置３によりパブリッシャー２内に存在する複数のデバイス
を制御する複数デバイス制御装置としても機能している。
　パブリッシャー２とホスト装置３とは、単一のＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉ
ａｌ　Ｂｕｓ）ケーブル（通信ケーブル）４を介して接続され、ＵＳＢ規格に従ってデー
タ通信を行う。
　パブリッシャー２は、ホスト装置３からデータ転送されたデータ（イメージファイル、
印刷データおよび搬送制御データ）に従って、複数枚のディスクを順次処理していく。
【００１７】
　詳述すると、パブリッシャー２は、ホスト装置３と接続するためのＵＳＢケーブル４を
つなぐＵＳＢハブ１１と、複数枚のディスクを各々収容可能な４つのスタッカー（格納部
）１２と、ディスクの記録面に対して記録および再生を行う２台のディスクドライブ（記
録再生部）１３と、記録面と反対側に設けられるレーベル面に対して印刷処理を行うディ
スクプリンター１４と、スタッカー１２とディスクドライブ１３とディスクプリンター１
４との間でディスクを搬送するオートローダー１５とを備え、これらが単一の筐体内に収
容されている。
　なお、ホスト装置３にパブリッシャー２を一台接続する構成に限らず、ホスト装置３に
複数台のパブリッシャー２を接続することも可能である。
【００１８】
　ＵＳＢハブ１１は、ホスト装置３とパブリッシャー２内の複数のデバイス（２台のディ
スクドライブ１３、ディスクプリンター１４およびオートローダー１５）とを通信接続す
るための通信インターフェース（物理インターフェース）であり、ホスト装置３および各
デバイスがケーブル接続されるＵＳＢインターフェース（通信インターフェース）１６，
１７と、デバイスの接続検出や信号の分配等を行うＵＳＢハブコントローラー１８とを備
えている。
　ＵＳＢハブ１１は、ホスト装置３からデータ転送されたデータを各デバイスに出力する
ことにより、各ディスクドライブ１３に、受信したイメージファイルを順次出力し、ディ
スクプリンター１４に、受信した印刷データを順次出力し、オートローダー１５に、受信
した搬送制御データを順次出力する。
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【００１９】
　ホスト装置３は、一般的なパーソナルコンピューター等を利用可能であり、パブリッシ
ャー２との通信を行うＵＳＢインターフェース（通信インターフェース）２０と、キーボ
ードやマウス等を有する入力部２１と、ディスプレイ等を有する表示部２２と、各部を制
御する制御部２３と、制御プログラム等の各種データを書き込みおよび読み出し可能なハ
ードディスク装置又はフラッシュメモリドライブ等からなる記憶装置（記憶部）２４とを
備えている。
　ＵＳＢインターフェース２０は、一台又は複数台のパブリッシャー２を接続するだけで
なく、パブリッシャー２以外のＵＳＢデバイスを接続することができる公知のインターフ
ェースである。
【００２０】
　制御部２３は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａl  Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ（
Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）等のハードウェアにより構成されている。そして、ホスト装置３に、パブリッシャ
ー２用の管理アプリケーション３１およびドライバーソフト３２に対応する各種データを
インストールすることにより、ホスト装置３をパブリッシャー２の制御装置として機能さ
せることができる。
【００２１】
　パブリッシャー２用のドライバーソフト３２は、統括制御部４１と、データ処理部４２
と、印刷データ生成部４３と、２つのドライブ制御部４４と、プリンター制御部４５と、
ローダー制御部４６とを備えている。
　統括制御部４１は、メディア処理装置１の各部の情報や処理設定を記憶するとともに、
ディスクに対する一連の処理（書き込みや印刷を行う発行処理等）をスケジューリングし
、パブリッシャー２の各部の動作手順を制御する。
　統括制御部４１は、この制御により、２台のディスクドライブ１３、ディスクプリンタ
ー１４およびオートローダー１５を、互いに干渉させることなく効率的に動作させる。
【００２２】
　データ処理部４２は、ディスクに書き込めるアーカイブファイル形式のイメージファイ
ルを生成したり、記録済みディスクに記録されたデータを、ホスト装置３のＯＳ（Ｏｐｅ
ｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）で扱うことができるファイル形式に変換する等の処理を行
う。
　イメージファイルを生成し、ディスクに書き込む場合には、ユーザーに指定されたデー
タ（記憶装置２４に記憶された一又は複数のファイルや、ディスクから読み出した一又は
複数のファイル）を含むようにイメージファイルを生成し、このイメージファイルをパブ
リッシャー２に送信することによって、パブリッシャー２によってディスクに書き込まれ
る。
【００２３】
　ここで、イメージファイルは、ディスクに記録する一又は複数のデータを所定フォーマ
ットで１つのファイルにまとめたデータであり、ディスクイメージデータ（メディアイメ
ージデータ）とも称する。
　図２は、イメージファイルの概要を示した図である。イメージファイルは、ディスクに
規定されるディスクフォーマットに従って作成されており、ディスクの識別子であるボリ
ュームラベル（ボリュームＩＤとも言う）、ディスクの作成日付等を記述したデータ領域
ＤＡ、および、各種のファイルを記述したファイルデータ領域ＤＢ等を有している。この
イメージファイルのディスクフォーマットとしては、例えば、ＩＳＯ９６６０、Joliet、
ＵＤＦ１．０２、又は、ＵＤＦ２．５が適用される。
　また、データ処理部４２は、記録済みディスクからファイルを読み出す機能だけでなく
、記録済みディスクからイメージファイルを抽出する機能も有しており、ファイルを読み
出すか、又は、イメージファイルを読み出すかをユーザーが選択可能である。
【００２４】
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　印刷データ生成部４３は、ディスクのレーベル面に印刷するための印刷データ（例えば
ＰＲＮファイル）を生成する。この印刷データは、ホスト装置３を操作するユーザーに指
定された印刷画像（或いは作成された印刷画像）に基づいて生成される。
　各ドライブ制御部４４は、統括制御部４１のスケジューリングに則ってパブリッシャー
２の各ディスクドライブ１３に対してイメージファイルを順次出力して、各ディスクドラ
イブ１３の書込み処理を制御する。
　プリンター制御部４５は、統括制御部４１のスケジューリングに則ってパブリッシャー
２のディスクプリンター１４に対して印刷データを順次出力して、ディスクプリンター１
４の印刷処理を制御する。
　ローダー制御部４６は、統括制御部４１のスケジューリングに則って搬送制御データを
生成し、これをパブリッシャー２のオートローダー１５に順次出力して、オートローダー
１５の搬送処理を制御する。
【００２５】
　パブリッシャー２用の管理アプリケーション３１は、ユーザーに対し、ＧＵＩ（Ｇｒａ
ｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を提供するアプリケーションであり、表
示部２２に操作画面（ＧＵＩ画面）等の各種画面を表示させる。具体的には、管理アプリ
ケーション３１は、情報取得部５１と、情報処理部５２と、表示制御部５３とを備えてい
る。
　情報取得部５１は、ドライバーソフト３２から、各デバイスの情報（ディスクプリンタ
ー１４のインク残量情報や、各スタッカー１２の管理情報（ディスクの積載量や種類）と
、各処理デバイスの動作情報）を取得し、また、ホスト装置３とパブリッシャー２とのデ
ータ転送経路の経路情報（ドライバーソフト３２、ＵＳＢインターフェース２０およびＵ
ＳＢケーブル４のそれぞれにおける各転送モードへの対応情報）等を取得する。
【００２６】
　情報処理部５２は、ＧＵＩを介して入力されたユーザー指示等に応じて各種の処理を実
行する。これによって、情報処理部５２は、ユーザーの所定操作によりディスク発行処理
を行うための操作画面や印刷イメージ等のイメージ画像を生成する画像生成部、表示制御
部５３と協働して表示部２２に操作画面等を表示させる表示処理部、および、操作画面上
に表示される各種操作ボタン（アイコンとも言う）の操作を受け付け、この操作に対応す
る各種処理（発行処理を含む）を実行する処理実行部（発行処理実行部）等として機能す
る。
　表示制御部５３は、情報処理部５２の制御の下、操作画面面を表示部２２に表示させる
。
【００２７】
　本実施形態のメディア処理装置１は、スタッカー１２に複数枚のディスクを格納し、オ
ートローダー１５によって、各ディスクをディスクドライブ１３とディスクプリンター１
４とに搬送可能である。これによって、複数枚のディスクに、データ記録と印刷とを適宜
に行い、複数枚の記録済みディスクを発行できる構成となっている。
【００２８】
　ところで、複製元のディスクに記録されるイメージファイルを使用して新しくディスク
を作成すると、複製元と同じディスクを作成できるため、イメージファイルを、複製用の
原本データに用いることができる。
　発明者は、データ記録済みのディスクの作り替え（データマイグレーション）の需要の
高まりを背景として、複数のディスクに記録される原本データを管理する機能のニーズが
あると考えた。このニーズに応えるべく、このメディア処理装置１に対し、スタッカー１
２に格納された複数枚のディスクからイメージファイルを原本データとして各々抽出し、
複数の原本データを一括作成する処理（原本データ一括作成処理）を実行できるようにし
ている。
【００２９】
　図３は、原本データ一括作成処理を示すフローチャートである。
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　この原本データ一括作成処理は、制御部２３が備える情報取得部５１、情報処理部５２
および表示制御部５３等の機能により実行される。
　この場合、制御部２３は、記憶装置２４に記憶された管理アプリケーション３１のプロ
グラムを実行することにより、情報取得部５１、情報処理部５２および表示制御部５３等
の機能を実現し、ユーザーから各種指示を入力するための不図示の操作画面を表示する。
そして、入力部２１を介して入力されたユーザー指示に従って、原本データ一括作成処理
を開始する。
　なお、本実施形態では、予め指定されたスタッカー１２に、データ記録済みのディスク
（記録済みディスクと言う）を格納している。
【００３０】
　原本データ一括作成処理を開始すると、制御部２３は、まず、指定されたスタッカー１
２から一枚の記録済みディスクを、オートローダー１５によりディスクドライブ１３へ搬
送させる（ステップＳ１１）。なお、ディスクドライブ１３に別のディスクが入っていた
場合には、そのディスクは、オートローダー１５によって他のスタッカー１２へと搬送さ
れる。
　次に、制御部２３は、ディスクドライブ１３により、記憶済みディスクに記録されたデ
ータを再生してイメージファイルを抽出する（ステップＳ１２）。
　次いで、制御部２３は、抽出したイメージファイルを、原本データとして記憶装置２４
に記憶させるとともに、その保存先を示すパス名を、管理テーブルＫＴに追記する（ステ
ップＳ１３）。
【００３１】
　管理テーブルＫＴは、記憶装置２４に記憶される原本データを管理する管理用データと
して使用されるものであり、より具体的には、原本データの保存先を示すパス名が、各原
本データの読み出し順（再生順）で記述されたテキストファイル形式のデータである。な
お、この管理テーブルＫＴは、原本データ一括作成処理を最初に実行するとき等に自動的
に作成してもよいし、ユーザーが手動操作で作成しても良い。
　図４は、管理テーブルＫＴの一例を表形式で示した図である。
　管理テーブルＫＴは、先頭行が識別子であり、以後各行が一枚のディスクに対応するレ
コードを、ディスクの再生順で記述しており、図４の例では、レコードを構成する項目（
フィールド）が「path」であり、以後各行には、原本データのパス名が記述されている。
なお、各行の先頭に連番で表示される番号（以下、「ディスク番号と言う」）は、管理テ
ーブルＫＴを表形式で示すソフトウェアによって自動的に付された番号である。
　なお、この管理テーブルＫＴには、パス名に加えて、原本データを読み取ったディスク
のボリュームラベル等の情報を追記しても良い。
【００３２】
　図３のステップＳ１３の処理が終了すると、制御部２３は、全ての記録済みディスクの
読み込み（イメージファイルの読み込み）が終了したか否かを判断する（ステップＳ１４
）。この場合、制御部２３は、指定されたスタッカー１２内の全てのディスクの読み込み
が終了した場合、或いは、ユーザーによって読み込み枚数が指定された際には、その指定
された枚数のディスクの読み込みが終了した場合に、全ての読み込みが終了したと判断す
る。
　読み込みが終了していない場合（ステップＳ１４；ＮＯ）、制御部２３は、ステップＳ
１１の処理へ移行し、次のディスクの読み込みを開始する。これによって、ステップＳ１
１～Ｓ１３の処理が再び実行され、スタッカー１２に保持された次の記録済みディスクの
再生が開始されるとともに、そのディスクのパス名が管理テーブルＫＴに追記される。
　このようにして、全てのディスクから原本データの読み込みが終了するまで、ステップ
Ｓ１１～Ｓ１３の処理が繰り返し実行されることにより、複数枚のディスクに対応する原
本データが一括作成されるとともに、一括作成した原本データの管理テーブルＫＴが作成
される。
　そして、全てのディスクの読み込みが終了すると（ステップＳ１４；ＹＥＳ）、制御部
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２３は、原本データ一括作成処理を終了する。
【００３３】
　メディア処理装置１は、公知のイメージファイルをディスクに書き込むソフトウェア等
を使うことによって、上記原本データを用いて、この原本データを読み取ったディスクと
同じディスクを複製することができる。
　また、上記した管理テーブルＫＴはテキストファイルであるため、汎用のソフトウェア
を利用してユーザーが容易に内容を閲覧することができる。この場合、ユーザーは、管理
テーブルＫＴを閲覧することによって、原本データの数やパス名を直接確認することがで
きる。
　さらに、パブリッシャー２用の管理アプリケーション３１は、この管理テーブルＫＴを
利用して、ユーザーが所望する複製ディスクを発行する機能も備えている。この場合の操
作画面ＧＭおよび動作を説明する。
【００３４】
　図５は、操作画面ＧＭの一例を示す差し込みデータ管理画面ＧＭ２１である。
　この差し込みデータ管理画面ＧＭ２１には、管理テーブルＫＴに相当するファイルの参
照先等を指示する各種操作ボタンが表示され、ユーザーの所定操作により、ユーザーが指
定する管理テーブルＫＴの読み込み等を行うことができる。
　なお、図５は、図４に示した管理テーブルＫＴを読み込んだ状態を示している。
　管理テーブルＫＴには、原本データのパス名が記述されているため（図４参照）、管理
テーブルＫＴの読み込みを行うと、同図５に示すように、原本データのパス名が順（ディ
スク再生順）に表示される。この表示は、記憶装置２４に記憶される原本データの一覧に
相当するため、ユーザーは、原本データの一覧を把握することができる。
【００３５】
　さらに、差し込みデータ管理画面ＧＭ２１には、原本データ毎（パス名毎）に、チェッ
クボックスＣＫ１１が表示される。各チェックボックスＣＫ１１は、ユーザー操作に応じ
て選択的にチェックされる。チェックされたチェックボックスＣＫ１１に対応する原本デ
ータは、複製対象の原本データとして選択され、チェックされないチェックボックスＣＫ
１１に対応する原本データは、複製対象から除外される。
　その後、ユーザーの所定操作により、ディスクの発行開始（複製開始）が指示されると
、制御部２３は、チェックボックスＣＫ１１にチェックされた各原本データをパブリッシ
ャー２に送信し、パブリッシャー２によってデータ未記録のディスクに各々書き込ませる
。
　このようにして、複数の原本データのうち、ユーザーが選択した一又は複数の複製ディ
スクを一括で作成することができる。なお、ユーザーがディスクの印刷内容も指定してい
る場合は、印刷内容に対応するデータも、パブリッシャー２に送信され、上記複製ディス
クへの印刷も行われる。この印刷に関しては、従来のパブリッシャーと同様である。
【００３６】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、複数の記録済みディスクの原本データを
一括作成できるので、複製用の多数の原本データを容易かつ短時間で作成することができ
る。この場合、複数の原本データをホスト装置３側でまとめて扱うことができ、この原本
データを選択的に使用することによって、所望の複製ディスクを所望のタイミングで容易
に作成することができる。
　しかも、原本データは、複製元となる記録済みディスクに記録されたイメージデータそ
のものであるため、ボリュームラベルや作成日付等も含み、完全な複製ディスクを容易に
作成することができる。
　また、原本データを取得して複製ディスクを作成するまでの間、ホスト装置３のＯＳで
扱えるファイル形式のファイル等へ変換する必要がないため、変換処理をしない分、処理
時間が短くて済み、かつ、記憶領域も少なくて済む。
　さらに、記録済みディスクのディスクフォーマットが、ホスト装置３のＯＳが読めない
フォーマット（例えば、ＵＤＦ２．５）であったとしても、原本データを作成し、複製す
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ることができる。
　これらにより、本実施形態では、複数のディスクの原本データを複製に好適なデータで
一元管理することが可能になる。
【００３７】
　また、ホスト装置３の制御部２３は、記憶された原本データのうち、選択された原本デ
ータをディスクに記録させるので、複製時に複製元ディスクを用意する必要なく、複製デ
ィスクを作成することができる。
　さらに、本構成では、原本データを管理する管理テーブルＫＴ（図４参照）を作成する
ので、この管理テーブルＫＴに基づいて原本データを把握することが可能になり、原本デ
ータを再利用し易くすることができる。
　この場合、管理テーブルＫＴには、原本データのパス名がディスクの読み込み順（再生
順）で記述されており、このため、パス名などに基づいて原本データの保存場所や複製元
ディスク等を迅速に把握することができる。
【００３８】
　さらに、管理テーブルＫＴはテキストファイル形式であるため、データ量が少なくて済
むとともに、汎用のソフトウェアを用いて容易に内容を確認することができる。
　また、制御部２３は、管理テーブルＫＴに基づいて複製対象の原本データの選択を受け
付け（図５参照）、複製対象の原本データが複数の場合には、選択された各原本データを
、ディスク毎に順に記録させるので、記録内容が異なる複数の複製ディスクを容易に一括
作成することができる。
【００３９】
　また、本実施形態のメディア処理装置１は、記録済みディスクからホスト装置３のＯＳ
で扱うことができるファイル形式でデータを読み出す場合も、原本データ一括作成処理と
同様に、スタッカー１２に格納された複数の記録済みディスクを連続で読み出して記憶装
置２４に記憶することにより、複数のディスクのファイル形式のデータを一括で作成する
ことが可能である。
　この場合、各ディスクのファイル形式のデータは、ディスク毎にフォルダーに分けて格
納され、複数の記録済みディスクからファイル形式のデータを読み出した場合、ディスク
毎のフォルダーが多数形成される。この場合、どのフォルダーが、どのディスクから取り
込んだものか判らず、探すのが困難になるおそれがある。
　例えば、５０枚のディスクを読み込み、３０枚目のデータを確認したい場合、順番を数
えて、最初から３０番目のフォルダーを探し当てるしかない。もし、ディスクの順番も不
明な場合、探すのは更に困難になる。
【００４０】
　そこで、本実施形態では、記録済みディスクから所定のファイル形式でデータを読み出
し、保管する場合には、その記録済みディスクから、ボリュームラベル（図２参照）を読
み出し、この読み出したボリュームラベルをフォルダー名にしたフォルダーを作成し、こ
のフォルダーに、データを格納している。
　図６は、フォルダーの具体例を示した図である。
　図６の例では、ボリュームラベルが、「OKA2000」、「OKA2001」、「OKA2002」、「OKA
2003」、および「OKA2004」の５枚のディスクを読み込んだ場合を示している。また、フ
ォルダー名の前半は、読み込んだ日時情報とされ、後半がボリュームラベルとされている
。
【００４１】
　より具体的には、同図６に示すように、ボリュームラベル「OKA2000」のディスクに対
応するフォルダー名は、「20120925191811.OKA2000」とされ、前半の「20120925191811」
が読み込んだ日時を示し、つまり、２０１２年９月２５日１９時１８分１１秒を示してい
る。また、「．（ピリオド）」を挟んで後半に、ボリュームラベル「OKA2000」が付され
ている。
　同図６に示すように、これと同じ規則で、ボリュームラベル「OKA2001」、「OKA2002」
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、「OKA2003」、および「OKA2004」のディスクに対応するフォルダー名が作成される。
　この構成によれば、上記フォルダー名を自動的に作成するので、どのフォルダーが、ど
のディスクから取り込んだものか、ユーザーが視覚で容易に確認することができる。
【００４２】
　しかも、フォルダー名の前半を、読み込んだ日時情報にしているので、読み込んだ日時
をユーザーが視覚で容易に確認できるだけでなく、フォルダー名が重複することを避ける
ことができる。
　また、フォルダーを名前順でソートした場合に、読み込んだ順で並べることができる。
　これらによって、日時情報、ボリュームラベル、読み込み順のいずれかの情報を元にし
て、ユーザーが所望のディスク（例えば複製対象のディスク）のデータを容易に探すこと
が可能になる。
【００４３】
　なお、上記実施の形態では、一括作成した原本データを、ホスト装置３内の記憶装置２
４に記憶する場合を説明したが、これに限らず、ホスト装置３にネットワーク接続される
ネットワークストレージに格納してもよい。この場合、このネットワークストレージに接
続される他のホスト装置３やパーソナルコンピューターにて、原本データを共用すること
ができる。
【００４４】
　また、上記実施の形態では、本発明を、パブリッシャー２とホスト装置３とが別体で構
成されるメディア処理装置１に適用する場合を説明したが、これに限らず、本発明を、パ
ブリッシャー２とホスト装置３とが一体した一体構造のメディア処理装置に適用しても良
い。例えば、プリンター、コピー機、スキャナーが一体化した複合機（いわゆるプリンタ
ー複合機）に本発明を適用することが可能である。
　また、上記実施の形態では、ディスクを処理対象とするメディア処理装置に本発明を適
用する場合を説明したが、ディスク以外の他のメディアを処理対象とするメディア処理装
置に本発明を広く適用することができる。
【００４５】
　さらに、本実施形態では、原本データ一括作成処理等を行うための制御プログラムを、
ホスト装置３の記憶装置２４に予め記憶しておく場合を説明したが、これに限らず、この
制御プログラムを磁気記録媒体、光記録媒体、半導体記録媒体等のコンピューターが読み
取り可能な記録媒体に格納し、コンピューターが記録媒体からこの制御プログラムを読み
取って実行しても良い。また、この制御プログラムを通信ネットワーク上の配信サーバー
等からダウンロードできるようにしても良い。
　また、上述した変形例によらず、メディア処理装置１、パブリッシャー２およびホスト
装置３の装置構成や処理等について、本発明の要旨を変更しない範囲で適宜に変更が可能
である。
【符号の説明】
【００４６】
　１…メディア処理装置、２…パブリッシャー（メディア発行装置）、３…ホスト装置（
制御装置）、１２…スタッカー（格納部）、１３…ディスクドライブ（記録再生部）、１
４…ディスクプリンター、２３…制御部、２４…記憶装置（記憶部）、ＫＴ…管理テーブ
ル（管理用データ）。
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